
はしがき

　学校図書館は今日、「学校教育の中核」と位置付けられ、その有する「読書センター機能」、

「学習センター機能」及び「情報センター機能」の活用による学校教育の活性化が期待されて

います。さらに、長年の課題として解決がのぞまれていた「学校司書の法制化」は、2014年の6

月に学校図書館法の改正により、学校司書が法律上に位置付けられ、配置も各自治体の努力

義務とされました。これにより、改正学校図書館法が施行される2015年4月から学校司書の配

置が進むものと期待されています。学校図書館への期待は高まり、学校現場においてさまざま

に工夫された実践が活発に行われ、さまざまな活用方法が推奨されています。

　しかし、一方においては、読書活動以外での活用は、十分に行われていない学校も多くありま

す。いまだに、学校図書館に をかけるため児童生徒が自由に利用できない、利用時間は昼休

みのみ、蔵書の大部分は文学書、といったところも少なくありません。担当者が数年で次 と々代

わり、そのたびに運営方法が変わる学校図書館もあります。経営方針もないまま、学校図書館

担当者の経験のみによる運営、前年の方法をそのまま継承する運営等もあります。また、特定の

地域やその学校でしか通用しない方法で独善的に運営されてケースもあります。これでは、児

童生徒にとって利用しやすい、行きたくなる学校図書館にはなりません。

　このような状況下、児童生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実させるために

学校図書館の在り方、経営及び運営について今一度見直すべきだという関心が教育現場にお

いて高まっています。改めて学校図書館のあるべき姿を見つめ直し、共通の理解を図り、人・予

算・環境がそれぞれ異なる条件の中でも、学校教育を支えるために一定のレベルの機能を有す

る学校図書館を構築することは、学校図書館関係者の責務といえるでしょう。

　そこで今回、学校図書館業務の初任者を中心に、学校図書館に携わる校長、教頭等の管理

職、教諭へ向けて、学校図書館の経営・運営、活用方法に関する「総合的な知識」や「標準的な

指針」をわかりやすく提供させていただく書籍出版を企画いたしました。学校図書館関係者の

総力をもって学校図書館の「標準的な指針」を表しております。

　執筆については、学校図書館をよく知る非常に多くの方 に々ご協力をいただきました。大変ご

多用の中、ご執筆いただきました皆様にこの場を借りて、厚く御礼申し上げます。

　学校図書館への期待がますます高まる中、本書が学校図書館の今後を担うあらゆる立場の

方 に々広くご活用いただければ幸いです。

2015年6月

公益社団法人　全国学校図書館協議会

理事長　森田 盛行



刊行によせて

　2014年6月、学校図書館法が改正されました。これにより、司書教諭に加え、学

校司書が法律上に位置付けられたことは意義深いことです。また今日の教育現場

の変化は学校図書館にも影響し、学校現場においてさまざまに工夫された実践が

活発に行われています。学校図書館への期待は高まっております。本書の刊行

が、学校図書館とそこにかかわる皆様のさらなる発展につながることを祈念いたし

ております。

前川 喜平　（文部科学省 文部科学審議官）



司書教諭・学校司書に期待する

　公益社団法人 全国学校図書館協議会は、1950年2月、「学校図書館が民主

的な思考と、自主的な意思と、高度な文化とを創造するため教育活動において重

要な役割と任務をもっている」（創立時の宣言）との思いで全国の有志教員によっ

て結成されました。任意団体として活動してきた全国学校図書館協議会を発展

的に改組し、その目的、事業を引き継いで1998年9月に社団法人全国学校図書

館協議会が設立、2012年4月1日に公益社団法人に移行しました。学校図書館の

充実発展と青少年読書の振興のためにさまざまな活動を行っています。

　学校図書館は学校教育の中核と位置付けられ、有する読書センター機能・学

習センター機能・情報センター機能を果たすためには学校司書、司書教諭におか

れましては、その役務の理解と学校図書館それ自体への深い知識が欠かせませ

ん。ぜひ本書に網羅された内容を熟読の上、日 の々活動に当たっていただきたいと

思います。

公益社団法人　全国学校図書館協議会

会長　銭谷 眞美
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第
1
章

学校図書館の理念と学校教育

学校図書館の理念

第 1章

第1節

学校図書館の理念とは、学校図書館が、その資源（人、学校図書館メディア、施設・設備）

と機能を通じて、児童生徒の個性や自主的、創造的精神を育て、学校教育の目的を支援

することである。そのため学校図書館は、自校の置かれている諸状況を的確に把握し、

職員（司書教諭や学校司書など）の専門性を基礎に、相互に協働関係を構築しつつその

任務にあたることが大切である。

1）佐野友彦「学校図書館の理念はどう変わったか（その 2）」『学校図書館』第 482号、全国学校図書館協議会（1990）p.13
2）松尾彌太郎「学校図書館運動の推移」『学校図書館法による学校図書館の設備と運営』小学館（1953）p.30

学校図書館の理念1

　学校図書館法は、学校図書館の基本的性格を規定し

ている。「学校教育において欠くことのできない基礎的な設

備」（第1条）との規定がそれである。そうした「不可欠性」に

かんがみ、同法は「学校教育を充実する」ことを目的に制定

されている。その学校図書館は、学校図書館メディアを収

集・整理・保存し、それらを児童生徒、教職員に提供する

ことを通じて、学校教育を支えるという任務を有している。

　その理念とは、「物事のあるべき状態についての基本的

な考え」（『大辞林 第3版』三省堂）、「事業・計画などの根

底にある根本的な考え方」（『広辞苑 第6版』岩波書店）で

ある。しかし、何を基本、根本と捉えるかにより理念の内実

は異なる。理念を学校図書館の「使命」と捉えれば、学校

図書館が担うべき基本的任務と重なる。しかし理念に、学

校図書館の利用を通じて育成される「態度や資質」（児童

生徒像）という教育的観点を含めると、それは教育的意義

と重なる。そして、この両者（使命、児童生徒像）は密接に

関連している。

　『学校図書館』は、全国SLA創立40周年記念号（482

号、1990年）に、「学校図書館の理念はどう変わったのか」

という論考を掲載している。その中に、「これが、学校図書

館の出発のときの理念」1）であるとの一文がある。戦後の学

校図書館に大きな影響を与えた『学校図書館の手引』（文

部省、1948年）で述べられた学校図書館の意義と役割を

紹介した部分の一節である。その『手引』には、学校図書館

が果たすべき役割（使命）が詳細に論ぜられると同時に、そ

の役割の発揮を通じて育成すべき態度や資質も合わせて

提起されている。自立的・個性的、さらには自ら考え批判

的精神に満ちた児童生徒像である。

　このような児童生徒像は、戦後教育の方向性を示した

『新教育指針』（文部省、1946年）が目指した方向性でも

ある。指針には、「生徒が自ら考え自ら判断し、自由な意思

をもって自ら真実と信ずる道をすすむようにしつけることが

大切である」と記されている。そのためには、国定教科書に

体現された画一的教授観（学習観）の転換が必要であり、

【1】基本的、基礎的な考えとしての「理念」

学校教育を支える学校図書館1
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その転換を支えるのに「欠くことのできない」、あるいは「新

しい教育理念遂行に欠くべからざる設備（略）、新教育の

生命線」2）としての教育環境が学校図書館であった。

　このような使命と児童生徒像は、学校図書館法（第2

条）における2つの目的規定（「教育課程の展開に寄与す

る」「児童生徒の健全な教養を育成する」）において、現在

も継承されている。

　「教育課程の展開に寄与」するとは、日々の教育的営為

（教科、特別活動など）が効果的に実践されるための学校

図書館活動の総体のことをいう。学校図書館が、児童生

徒の学習活動を支え、教職員の教育活動を支援するので

ある。こうした支援には、児童生徒が学校図書館メディア

の利用を通じて、自らの学びを一層拡大・深化させ、さら

には入手した情報を分析・加工し、自らを学びの主体に転

換するという自立的・自主的な児童生徒像が内包されて

いる。

　「健全な教養を育成」するとの規定には、児童生徒が、

読書を通じて、世界と自分を知り、他者を理解し、創造（想

像）し、情緒や感性を豊かにし、論理的に物事を考えること

による成長・発達のプロセスが内在化されている。学校図

書館は、そのプロセスで学校図書館メディアとサービスを

通じて児童生徒を支援するのである。

　すなわち、学校図書館は、その資源（人、学校図書館メ

ディア、施設・設備）と機能を通じて、児童生徒がそうした

「力」（資質や態度）を培うことができるように支援をするの

である。それは、学校図書館が、児童生徒の「学び」と「読

書」の保障を通じて、「人格の完成」を目指すという、教育

基本法の目的を実現することにもつながる支援である。

　そのために学校図書館は、次のようなことを原則として、

その運営に当たることが求められている。

①学校図書館は、学校における情報や知識の拠点として、

児童生徒の個性の発達と自主的、創造的精神の涵養

に資することにより、学校教育の充実・発展に寄与す

る。

②学校図書館は、学校図書館メディアとサービスの提供

を通じて、児童生徒の学ぶ権利や知る権利を保障する

とともに、教職員の教育活動を支援する。

③学校図書館は、自校の教育課程と自校が置かれている

諸状況を的確に把握しつつ、自主的・主体的な立場で

学校図書館メディアを収集、整理し提供する。さらに、

他の図書館や類縁機関との相互関係の構築を通した

図書館サービスを行う。

④学校図書館は、その機能の発揮を通じて、教授・学習

方法の転換を促進し、教育改革の重要な一端を担う。

⑤学校図書館は、その任務を十分に果たすことができるよ

うな学校図書館メディア、施設・設備、職員を整備す

る。

⑥学校図書館は、職員の専門性を基礎に、学校の組織の

一部として、相互に協働関係を構築しながらその任務

を行う。

　学校図書館にかかわるすべての人が、学校図書館の理

念を共有することは、学校図書館がより発展した教育支援

を行うために大切なことである。それぞれの学校図書館

が、自らが置かれた教育的、社会的役割を下に、理念を基

本に学校図書館の実践に取り組むことが求められている。

（渡邊 重夫　元 藤女子大学 教授）

理念を基にした学校図書館運営2
【2】理念の具体化としての2つの目的規定
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